
総務省自治行政局市町村課

地域運営組織・指定地域共同活用団体について

総務省 地域力創造グループ 地域振興室



地域をとりまく現状

●地域が抱える課題

・人口減少や高齢化が進む地域における集落機能の低下

・商店や公共交通機関の撤退による生活基盤の衰退

・自治会や町内会等への加入率の低下による地域コミュニティの希薄化 など

出典:総務省「自治会等に関する市区町村の取組についてのアンケート調査(R3.7）」に基づき作成（自
治会･町内会等の加入率(世帯単位)について回答のあった600市区町村における単純平均）

過疎地域の年齢階層別人口構成比の推移

出典:総務省「令和５年度版過疎対策の現況（R7.3）」

1 .地域運営組織が注目されている背景
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なぜ、地域運営組織（RMO）が注目されているの?

1 .地域の多様な主体が参画し活動する組織 「地域運営組織（RMO）」 ※RMO:Region Management Organization

「地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、

地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織」

充実した地方財政措置
の対象となる

地域で活動する既存の団
体に加え、地域おこし協
力隊などの移住者・関係
人口も巻き込み、参加す
ることで、活動の持続可
能性が高まるとともに情
報の共有・人材の交流が

生まれる

１戸１票制ではなく、
女性も含めた参加者1人1
人が当事者意識を持って

活動する団体

コミュニティの
希薄化

地域の高齢化
ガソリンスタン
ドの閉鎖

高齢者の見守り

など

それぞれの課題に対して、自治会やNPO法人などがバラバラに取り組んでも限界がある…
事業性のある活動など、従来の自治・相互扶助活動から一歩踏み出して地域課題の解決を図る必要

地域運営組織（RMO）とは

地域活動のインフラ
（基盤）となる組織
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地域運営組織（RMO）の活動実態

令和７年度は地域運営組織が全国で8,587団体が確認され、令和６年度（8,193団体）から394団体増加（4.8％増）し、平
成28年度に比べて約2.8倍に増加。また、地域運営組織が形成されている市区町村は903市区町村であり、令和6年度（893市区町
村）から10市区町村増加（1.1%増）

団 体 数

組織形態 法人格を持たない任意団体が90.3％、NPO法人が3.4％、認可地縁団体が2.1％

構成団体 自治会・町内会が構成員となっている地域運営組織は78.8%と最も多く、「地域の福祉活動に関わる団体、民生委員・児童委員」
（57.5％）、「地域の防犯・防災・交通安全に関わる団体（消防団など）」（47.7％）が続く。

活動拠点 活動拠点を有する団体が97.3％、このうち64.3％が公共施設を使用

活動内容 祭り・運動会・音楽会などの運営（71.8％）が最も多く、交流事業（69.7％）、健康づくり・介護予防（62.0％）、防災活動
（62.0％）などが続く。

収 入 収入源（第１位から第５位までを複数回答）
のうち、「市区町村からの助成金・交付金等」が
86.1％と最も多い。また、生活支援などの自主事
業の実施等による収入（会費、補助金、寄附金
等以外の収入）の確保に取り組む地域運営組
織の割合は45.2％

課 題 活動の担い手となる人材の不足（82.2％）が
最 も 多 く 、 団 体 の 役 員 ・ ス タ ッ フ の 高 齢 化
（66.1％）、次のリーダーとなる人材の不足
（64.2％）が続くなど、人材に関するものが多い。

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域運営組織数 3,071 4,177 4,787 5,236 5,783 6,064 7,207 7,710 8,193 8,587

市区町村数 609 675 711 742 802 814 853 874 893 903
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※令和７年度 総務省調査（市区町村:1,741団体、地域運営組織:8,587団体が回答）

（複数回答）

（複数回答）

（複数回答）

（複数回答）

4



 地域にあったガソリンスタンドと日
用品店舗が閉鎖されることとなっ
たが、生桑振興会が中心となり
ガソリンスタンドと食料品店舗の
複合施設の更新等を実施。

 食料品店舗内には交流や談話
できるサロンスペースがあり、地域
住民が気軽に立ち寄れる拠点に
もなっている。

生桑振興会（広島県安芸高田市）

 島内の公共交通手段が乏しく、
運転できない高齢者等の移動が
困難な状況から、公共ライドシェ
アを実施。

 毎日運行の予約制タクシー（グ
リーンスローモビリティを使用）は、
住民の移動手段だけでなく、ゆっ
たりとした観光も楽しめます。

（特非）かさおか島づくり海社（岡山県笠岡市）

（特非）きらりよしじまネットワーク（山形県川西町）

 ICTを活用した 高齢者の見守り
や地域食堂や子ども食堂での地
産地消や移動販売による買い
物支援や児童クラブ事業など住
民の生活支援活動を実施。

 地域の若者が中心となり住民
の話し合いを運営、アイディアを
集約し、生活に根差した事業を
展開している。

（特非）ほほえみの郷トイトイ（山口県山口市）

 移動手段のない高齢者や、一人
暮らしで不安を抱えている高齢
者をターゲットに、生活に必要な
食料や日用品を届ける移動販
売サービスを実施。

 移動販売車による地域内巡回
は、買い物支援のみならず、高
齢者の見守りの機能も果たして
いる。

地域運営組織（RMO）の活動事例

地域運営組織の主な活動は「祭り・運動会・音楽会などのイベント」や「高齢者交流事業」をはじめ、「公共ライドシェア」や「買い物支援（移動販売）」、「ガソリンス

タンドの経営」など地域に必要とされている多種多様な取組を実施
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地域運営組織（RMO）への支援

地域運営組織の持続的な運営に向けた課題に対する支援

●地域運営組織の持続的な運営に向けた課題

・“カネ”に関する支援

●地方自治体の地域運営組織の設立、運営及び経営

力の強化などに要する経費の支出経費に対して地方財

政措置（P６参照）

●地域運営組織が行う生活支援の取組や

「なりわい」を創出する活動等を支援する

「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」の活用

・“ヒト”に関する支援

●地域運営組織の事務局スタッフ等に

「集落支援員」や「地域おこし協力隊」の活用

・”ノウハウやネットワーキング”に関する支援

●国・都道府県による支援の促進（P７参照）

●地域運営組織の設立・運営をサポートする

「中間支援者」の活用（P８参照）

●総務省のホームページに掲載されている

各種テキスト、手引きなどの活用（P９参照）

・活動の担い手となる人材の不足

・スタッフの高齢化

“ヒト”に関する課題

・活動資金の不足

“カネ”に関する課題

・継続的な活動を行う上でのサポート

“ノウハウやネットワーキング”に関する課題
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地域運営組織（RMO）の設立・運営に関する地方財政措置（概要）

１．住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援【市町村】

■事務局運営や事業活動の支援
⇒ 普通交付税算定額を上回る経費について特別交付税措置

特別交付税
措置率1/2・財政力補正

一般財源
※総事業費から特定財源の額を控除

特定財源※

■形成支援
⇒ 特別交付税措置

特定財源※ 普通交付税

一般財源
※総事業費から特定財源の額を控除

地域運営組織の運営支援や住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費

２．地域運営組織の経営力強化への支援【都道府県及び市町村】

総事業費（市町村による助成等）総事業費（市町村による助成等）

特別交付税
※措置率1/2・財政力補正

一般財源
※総事業費から特定財源の額を控除

特定財源※

＜措置対象＞

(１):事務局人件費、事務局職員のスキルアップや組織・事業の見直し（柔軟な最適
化）に関する研修費 等
(２):高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達、登下校時の見守り、交流事
業（子育て、親子、多世代）、子ども食堂、学習支援、相談の場に要する経費 等

総事業費（都道府県・市町村による助成等）

＜措置対象＞
研修、調査、設備導入、販路開拓に要する経費 等

自主事業の実施による収入の確保
等地域運営組織の経営力強化に
要する経費

⇒ 特別交付税措置

特別交付税
措置率1/2
財政力補正

実質的な
地方負担 実質的な

地方負担

実質的な地方負担

※ 特定財源とは都道府県補助金等であり、国から委託費・交付金等が交付されている場合、特別交付税の対象とならない。

＜措置対象＞
ワークショップ開催に要する経費、ファシリテーターの旅費及び謝金、事務所開

設のための施設改修費 等 ※措置回数制限あり
※令和８年度からは、ワークショップ開催の為の臨時職員経費について、特別
交付税措置の上限額を引き上げ（最大220万円→240万円）
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国・都道府県による学び合いのプラットフォームの構築

●都道府県が構築する学び合いのプラットフ ォーム

※令和７年度 地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書

・ 都道府県担当者の学び合い・交流の場づくり

●国の役割

●国が構築する学び合いのプラットフォーム

【地域運営組織・集落対策に関する意見交換会の開催（年５回程度）】

各都道府県の事例発表のほか、中間支援者や有識者の講話など、学び合いの
機会を提供するとともに、担当者間のネットワークの充実・強化を図る。

⇒ 第１回を５月中旬にＷＥＢ開催予定

・ 市区町村と中間支援者が知り合う機会の創出

・ 市区町村担当者同士のつながり

・ 都道府県が率先した中間支援者との連携

●都道府県の役割

【プラットフォームの取組例】
・ 県、市区町村、中間支援者など、地域づくり支援を行う多様な主体間の情報共有

＜ex.兵庫県(報告書概要 P7)＞

・ RMOが抱える課題やニーズに応じた専門家の派遣 ＜ex.愛媛県(報告書 P15)＞

・ 地域づくりの専門家によるスキルアップ研究会の開催 ＜ex.福島県(報告書 P25)＞

RMO支援を行うプラットフォームは、13都道府県が形成済、９都道府県が形成予定

令和７年度 地域運営組織の形成及び持続的な
運営に関する調査研究事業報告書はこちら
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地域運営組織の立ち上げや持続的活動、組織運営を見直す際のヒント

総務省では、研究事業をとおして地域運営組織の立ち上げや運営を支援する「中間支援者」に関する調査・研究を進めています。

令和７年度研究会では全国的に中間支援者を把握し、マッピング形式で総務省ホームページに公開しています。

●地域運営組織などを支援するノウハウを持った団体（中間支援者）の存在について

中間支援者マッピング
はこちら
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000997424.pdf

地域運営組織の立ち上げや持続的な活動、組織運営を見直す際のヒント

000997424.pdf

●組織を立ち上げたい際はこちら ●地域の方と話し合いをうまく進めた
い際はこちら

●活動や組織運営を見直したい際はこちら

総務省では、地域運営組織の立ち上げなどに際してヒントとなる情報などをホームページで掲載しています

・地域運営組織の立ち上げや運営
に当たっての課題を４つに分類し、
解決のヒントを掲載!

https://www.soumu.go.jp/main
_content/000997424.pdf

・自治体職員へ向けた“話し合いの
進め方”のアイデアをワークショップ
手法に着目し、掲載しています!

https://www.soumu.go.jp/main
_content/000997425.pdf

【自治体職員向け】

・地域運営組織の活動内容について見直したい場合等に参考
となるテキストとなっております!

【住民の皆様向け】

https://www.soumu.go.jp/main
_content/001001568.pdf

https://www.soumu.go.jp/main
_content/001001569.pdf
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・地域運営組織に関する総務省のホームページはこちら

・地域運営組織に関する基本的な紹介動画をご覧になりたい方はこちら

・地域振興室のインスタグラムはこちら ・ー

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_unneisosiki.html

https://youtu.be/F4Jpiba5eTA

https://www.instagram.com/mic_chishin/

“地域運営組織とは”といった内容となっ
ておりますので、地域運営組織に関する
研修会や自治体での職員の事務引継
ぎなど、様々ご活用ください!

Follow me !!

INFORMATION～各種情報について～
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